
 令和７年 12月９日 

 

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について 

 

 消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故

について、以下のとおり公表します。 

 

〇特記事項あり 

 電気こんろに関する事故（リコール対象製品）について 

（詳細は次頁以降参照。） 

 

１．ガス機器・石油機器に関する事故                   

該当案件なし 

                                      

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因が疑われる事故                      １件 

（うち電気こんろ１件） 

 

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因か否かが特定できていない事故               ４件 

（うちリチウム電池内蔵充電器２件、フッドミキサー（ブレンダー）１件、 

液晶ディスプレイモニター１件） 

 

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及

び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審

議を予定している案件 
  該当案件なし 
 
  １．～４．の詳細は別紙のとおりです。 
 
５．留意事項 
  これらは消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づく報告内容の概要で
あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原
因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。 
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。 
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６．特記事項 

松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気こんろについ
て（管理番号：A202500924） 

※組み込み先のキッチンメーカーは松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式
会社） 

 
①事故事象について 
松下電器産業株式会社（現  パナソニック株式会社（法人番号：5120001158218）））

が製造した電気こんろの上に置いていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生して
いました。 
当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが

入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられます。 

 

②再発防止策について 
ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろで、スイッチ部のつまみが飛び出てい

る形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入って
しまい、火災に至る事故が発生しています。 
このため、同社を含む電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社に

より「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）７
月３日から新聞社告及び新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局
に協力要請を行う等、無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）を実施し
ています（現在11社が継続実施。）。 

 

③対象製品 
対象製品の機種・型式、各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。 

 
【リコール実施状況】 
2007年（平成19年）７月３日からリコール（無償改修）を実施。 

 

対象台数、改修率 
一口電気こんろ（今般事故の型式NK-1102を含む。） 

改修対象台数   530,401台（全社合計） 
改修率        96.8％（2025年11月30日時点） 

 

上面操作一口電気こんろ 
改修対象台数   60,969台（全社合計） 
改修率        75.0％（2025年11月30日時点） 

 
複数口電気こんろ 
改修対象台数   147,700台（全社合計） 
改修率        70.5％（2025年11月30日時点） 



 

 

＜リコール対象製品での事故件数＞ 

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（現在調査
中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第
35条第１項の規定に基づき報告を受けたものです。 

 

年度 事故件数 被害状況 年度 事故件数 被害状況 

2025年度    0 - 2017年度 2 火災 

2024年度 0 - 2016年度 2 火災 

2023年度 2 火災 2015年度 2 火災 

2022年度 2 火災 2014年度 3 火災 

2021年度 2 火災 2013年度 1 火災 

2020年度 0 - 2012年度 4 火災 

2019年度 5 火災 2011年度 5 火災 

2018年度 2 火災 2010年度 2 火災 

※当該事故（管理番号：A202500924）は含まない。 

 

 

＜対象製品の外観＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（正面及び断面図） （スイッチ部） 

 

 

 

 



 

 

＜対象製品の確認方法＞ 
スイッチ部のつまみを御確認ください。 

 

改修前：カバーなし 改修後：カバー付き 

 

●「メーカー名」及び「品番」については、扉の内側やスイッチなどを御確
認ください。 

●「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の
形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。 

●改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプにな
ります。 

 

④使用者への注意喚起 
電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こん

ろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバー
を付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。 
使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている

方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いします。 

 

【問合せ先】 

パナソニック株式会社 

電 話 番 号：0120(391)391 

受 付 時 間：９時～17時（土・日・祝日･事業者指定休業日を除く。） 
電 話 番 号：0120-870-070 

ウェブサイト：https://www.panasonic.com/jp/company/living-appliances/p

roduct_information/c/0111b.html 

 
小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 
メールアドレス：dkk.jimu@denki-konro.jp 

※電話ではなくメールにてお問い合わせください。 
ウェブサイト：http://www.denki-konro.jp/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.panasonic.com/jp/company/living-appliances/product_information/c/0111b.html
https://www.panasonic.com/jp/company/living-appliances/product_information/c/0111b.html
mailto:dkk.jimu@denki-konro.jp
http://www.denki-konro.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本発表資料の問合せ先】 

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当） 

担 当：荒木、別所、上田 

電 話：03(3507)9204（直通） 

ＵＲＬ：https://www.caa.go.jp/ 

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室 

担 当：日野、山田、中谷 

電 話：03(3501)1511（内線）4311 

 

https://www.caa.go.jp/


■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）

該当案件なし

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202500924 令和7年11月4日 令和7年12月4日 電気こんろ

NK-1102（松下
電器産業株式会
社（現　パナソ
ニック株式会社）
製ミニキッチン
「KE-120C1AL」
に組み込まれた
もの）

松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災

当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺
を焼損する火災が発生した。
事故の原因は、現在、調査中であるが、身体
等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入
り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃
えたものと考えられる。

静岡県

製造から35年以上
経過した製品
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和7年11月
20 日
平成19年7月3日か
ら事業者が共同して
リコールを実施（特
記事項を参照）
改修率96.8％（一口
電気こんろ合計）



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202500922 令和7年11月25日 令和7年12月4日
リチウム電池内蔵
充電器

火災

当該製品を充電しながら、当該製品で携帯電話機（スマートフォ
ン）を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

千葉県

令和7年12月4日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済

A202500923 令和7年8月1日 令和7年12月4日
フッドミキサー（ブレ
ンダー）

火災
当該製品に他社製の充電器及びＵＳＢケーブルを接続して充電
中、当該製品から発火し、周辺を汚損する火災が発生した。当該
製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

新潟県

令和7年11月7日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和7年9月
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意

A202500925 令和7年11月22日 令和7年12月5日
液晶ディスプレイモ
ニター

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因
するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

大阪府 生産国不明

A202500926 令和7年10月3日 令和7年12月5日
リチウム電池内蔵
充電器

火災
事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

栃木県

令和7年11月28日
に消費者安全法の
重大事故等として
公表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和7年11月
25日

該当案件なし

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合
同会議において審議を予定している案件


